
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

税 目
所得税（租税特別措置法第４１条の１９の３、租税特別措置法施行令
第２６条の２８の５、租税特別措置法施行規則第１９条の１１の３）

要

望

の

内

容

下記現行制度の適用期限を２年延長する。

ローンを組まずに、既存住宅の省エネルギー改修等をした場合、改修費と当
該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない額（２００万円を上
限。窓の改修工事と併せて太陽光発電設備を設置した場合は３００万円を上
限。）の１０％を所得税額から控除する。

平年度の減収見込額
（制度自体の減収額）

百万円

(▲22,600 百万円)



新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

（１） 政策目的

我が国における民生家庭部門のエネルギー消費及びＣＯ２排出量は、近年高
い伸びを示しており、住宅においても省エネルギー性能の一層の向上を促進す
ることが必要不可欠である。

新築住宅の約４０倍もの規模を有する既築住宅の省エネルギー性能について
は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」という。）に
基づく「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築
物の所有者の判断の基準」（以下「平成１１年省エネ判断基準」という。）の
適合率が約５％にとどまっており、過半数以上の既築住宅は、基準として初め
て作成された昭和５５年省エネ判断基準にも満たない状況にある。

こうした状況を踏まえ、「エネルギー基本計画」（平成２２年６月１８日閣
議決定）において、次の内容が盛り込まれている。

◆「エネルギー基本計画」

第３節

①目指すべき将来像

民生部門のエネルギー消費に長期にわたり大きな影響を与える、住宅・建築
物の省エネルギー性能の向上を更に進める。

住宅については、２０２０年までにＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス）を標準的な新築住宅とするとともに、既築住宅の省エネリフォームを現
在の２倍程度まで増加させる。２０３０年までに新築住宅の平均でＺＥＨを実
現する。 （中略）

②具体的な取組

上記のような目標を実現するため、経済産業省と国土交通省は、住宅・建築
物の省エネ基準の適合義務化に向けて、義務化の対象、時期、必要な支援策な
どについて、２０１０年内を目途に取りまとめる。

住宅については、省エネ法の執行強化を行い、新築住宅における平成１１年
基準の達成率の向上を図る。また、断熱のみならず、設備（高効率給湯器、照
明、太陽光発電等）も含めた住戸全体のエネルギー消費の基準を検討する。さ
らに、上記の規制強化とあわせて、予算・税制上の政策的インセンティブの充
実を図る。（以下略）

第２節

（１）目指すべき姿

２０２０年までに一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合につ
いて１０％に達することを目指す。（中略）

（２）具体的な取組

一層の普及拡大を図るべき太陽光発電・・・について、・・・、導入可能性調
査や初期コストの低減や導入インセンティブを高める普及拡大のための措置等
を実施する。（中略）

（２）施策の必要性

「エネルギー基本計画」に掲げる政策目的を確実に達成するため、民生家庭部
門におけるエネルギー削減を強力に推進していくことが必要である。
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政 策 体 系

に お け る

政策目的の

位 置 付 け

５.エネルギー・環境政策
27 省エネルギーの推進

政 策 の

達成目標

住宅については、２０２０年までにＺＥＨ（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）を標準的な新築住宅とするとともに、既
築住宅の省エネリフォームを現在の２倍程度まで増加させる。
太陽光発電設備については、京都議定書目標達成計画（平成

２０年３月全部改定）の導入目標である原油換算７３万ｋL（３
００万ｋW）から１１８万ｋL（４８２万ｋW）を実現する。その
上で、設備の導入量が平成３２（２０２０）年に平成１７（２
００５）年度比で２０倍になることを目指し、平均で年２割程
度の拡大を維持する。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

２年間

同上の期間

中 の 達 成

目 標

エネルギー基本計画（既築住宅の省エネリフォームを現在の
２倍程度まで増加）より、２０２０年までに省エネリフォーム
件数を年間約２９．６万件まで増加させる（現在は年間１４．
８万件）。それを達成するために、２０１１年に約１７．５万
件、２０１２年に約１８．８万件まで増加させる。

太陽光発電については、平均で年２割程度の拡大を維持す
る。

政策目標の

達 成 状 況

省エネリフォーム件数の推移 （経産省調べ）
２００６年度 １２．７万件
２００７年度 １２．３万件
２００８年度 １３．１万件
２００９年度 １４．８万件

太陽光発電導入量の推移（発電出力：kW）（「ＩＥＡ／ＰＶＰ
Ｓ」より）
２００５年度 １４２．２万 kW
２００６年度 １７０．９万 kW
２００７年度 １９１．９万 kW
２００８年度 ２１４．４万 kW
２００９年度 ２５５．４万 kW（前年度比１９．１％増加）

有

効

性

要 望 の

措 置 の

適用見込み

平成２３年 ２，６０４人
平成２４年 ２，６３８人

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性)

本税制措置の費用対効果は約５，４００円／ｔ－ＣＯ２（注
１）

一方「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事
業」（高効率エネルギーシステムの導入に対して、その導入に
係る費用の３分の１を助成）は、約６１，０００円／ｔ－ＣＯ
２（注２）「住宅太陽光発電導入支援対策費補助金」（既存住宅
及び新築住宅への一定額以下の太陽光発電システムの導入に対
して、１ｋＷあたり７万円を助成する制度）は約６，３９０円
／ｔ－ＣＯ２（注３）であり、本税制措置の費用対効果は高い。



（注１） 省エネ改修実施者の省ＣＯ２効果は約２．８ｔ－ＣＯ２／件（国
土交通省及び資源エネルギー庁試算）。３０万円／（２．８ｔ－
ＣＯ２／件×２０年）＝約５，４００円／ｔ－ＣＯ２（住宅の償
却年数は構造によって異なるが、約２０年で大規模な改修を行う
と仮定。）

（注２） （補助金額総額（5,260 百万円）／補助事業による CO2 削減量
（12,228t-CO2））／耐用年数（７年）＝約６１，０００円／ｔ
－ＣＯ２

（注３） （補助金額総額（38,050 百万円）／補助事業による CO2 削減量
（350,291t-CO2））／耐用年数（１７年）＝約６，３９０円／ｔ
－ＣＯ２

相

当

性

当該要望項

目以外の税

制上の支援

措 置

住宅の省エネ改修促進税制（所得税・固定資産税）

予算上の

措置等の

要求内容

及び金額

「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」に
おいて、断熱性が高く、高効率機器等を備えた省エネ住宅等の
普及を支援する。

平成２３年度概算要求額 ７５億円

「住宅太陽光発電導入支援対策費補助事業」において、住宅
用太陽光発電システムを設置する者に対して定額の補助を実施
することにより、設備の導入を加速するとともに、価格の低下
を実現する。

平成２３年度概算要求額 ４２９億円

上記の予算

上の措置等

と要望項目

と の 関 係

「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」
は、２０３０年の住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー化を
目指すべく、 「リスクの高い先端的・モデル的な設備」である
高効率エネルギーシステム（年間エネルギー消費量を２５％程
度削減できるもの）を補助対象とするものであり、 「普及段階
にある設備の加速的普及」を図る本税制との重複は生じない。
「住宅太陽光発電導入支援対策費補助金」は、既存住宅及び

新築住宅に太陽光発電システムを導入する者に対して、一定額
以下の補助を実施することにより、設備の導入を加速するとと
もに、価格の低下を図るもの。一方、本税制の上乗せ措置は、
省エネ意欲の高い本税制利用者に対して、太陽光発電設備の設
置による控除限度額引上げのインセンティブを付与することに
より、追加的な投資を促し、当該税制による省エネ促進の一層
の押し上げを図るものであり、補助金とは目的及び要件を異と
するものである。

要望の措置

の 妥 当 性

我が国における民生家庭部門のエネルギー消費及びＣＯ２排
出量は、近年高い伸びを示しており、住宅においても
省エネルギー性能の一層の向上を促進することが必要不可欠で
ある。

そこで、省エネ法に基づく「省エネ基準」の適合率を引き上
げるため、経済産業省と国土交通省が合同で「省エネ基準の適
合義務化に関する検討会」を設置し、義務化の対象等について
検討を進め、平成２２年中に成案を得ることとしている。ただ
し、その前段階として、現在１０～２０％程度と見込まれる適
合率を５０％以上にまで引き上げていくことが課題となってお
り、また、規制の対象となる住宅（新築住宅及び一部の大規模



改修を行う既築住宅）以外のものについて省エネルギー性能の
向上を促進するためには、税制措置や補助金等のインセンティ
ブ付与が不可欠。また、家庭部門のエネルギー消費のうち電力
のウエイトが大きいことから、太陽光発電の設置は省エネ促進
に寄与。そのため、省エネ促進をさらに加速化するためには、
省エネ意欲の高い本税制利用者を対象とした太陽光発電設備の
設置による控除限度額引上げの追加的な設備投資インセンティ
ブが必要。

他方で、当該措置の支援対象は、補助金で支援するのが適当
な「リスクの高い先端的・モデル的な設備」ではなく、「投資
の前倒し、加速的普及が必要な設備」であることから、税制措
置でその普及を図ることが適当である。

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項

租税特別

措 置 の

適用実績

平成２１年 適用件数： ２，５３８人
減収額 ： １９７百万円

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果

(手段として

の有効性)

住宅・土地統計調査（平成２０年度）より、増改築・改修工
事等に占める省エネリフォームの割合は５．３％。
一方、補助金受給者へのアンケートより、１０％の税制優遇

（本措置）があれば改修を行う人の割合は９．８％。
上記から、本措置は４．５％の押し上げ効果がある。

前回要望時

の達成目標

一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストックの比率を平成
２２（２０１０）年に３０％にする。（住生活基本計画（平成
１８年閣議決定）から推計）
太陽光発電設備については、京都議定書目標達成計画（平成

２０年３月全部改定）の導入目標である原油換算７３万ｋL（３
００万ｋW）から１１８万ｋL（４８２万ｋW）を実現する。その
上で、設備の導入量が平成３２（２０２０）年に平成１７（２
００５）年度比で２０倍になることを目指し、平均で年２割程
度の拡大を維持する。

前回要望時

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由

一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストックの比率の推移
（「総務省 平成１５年及び平成２０年住宅・土地統計調査」
より）
平成１５年（２００３年） １８％
平成２０年（２００８年） ２１％

太陽光発電導入量の推移（発電出力：kW）（「ＩＥＡ／ＰＶＰ
Ｓ」より）
２００５年度 １４２．２万 kW
２００６年度 １７０．９万 kW
２００７年度 １９１．９万 kW
２００８年度 ２１４．４万 kW
２００９年度 ２５５．４万 kW（前年度比１９．１％増加）

なお、目標期間が満了していないため、現時点で目標達成の成
否を評価することは困難である。

これまでの

要 望 経 緯

平成２１年度 創設


